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1. 業務計画案（本日の検討内容を確認）

◆ 本⽇の確認・検討対象は、全て事前配布資料（追加修正含む）をベースにします。
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検討・ゴールイメージ 時期 実施状況 進捗

(A)これまでの経緯確認（否決経緯の分析） 9月〜10月 第２回委員会にて説明 完了

(B)標準管理規約改定内容の確認 9月〜10月 第２回委員会にて説明（資料） 完了

(C)答申案の取扱状況 9月〜10月 第２回委員会にて説明（資料） 完了

(D)規約本文・書式改正案の確認 10月 第３回委員会にて説明・審議 完了

(E) 細則・様式改正案の確認 11月 第３回委員会にて説明・審議 完了

(F) 取り組み計画の議論 11月〜12月

(G)答申案の確認 12月

(3)説明会・広報
(H)説明会対応・第8章広報・検討（再計
画）

3月

(A) 資金計画の調整 9月〜10月 第２回委員会にて概要を説明 一部修正

(B) 項目の確認 9月〜10月 第２回委員会にて説明（資料） 完了

(C)4年後の資金状況確認（保険対応） 9月〜10月 第２回委員会にて説明（資料） 完了

(D) マンションすまい・る債との関係検討 10月 第２回委員会にて説明（資料） 完了

答申検討 (E) 答申案の確認 10月 第３回委員会にて審議・可決 完了

2 【諮問】答申
済みの長期修
繕計画改定案

について

年度遅れ対応

Ｒ５年度対応

2024(R6)年11月3日

項目

(2)答申案作
成

(1)対応方法の
検討

ウェルシー委員会　2024(令和6)年度業務計画　2024/7/28作成

1 【諮問】団地
管理組合規約
の改正に関す
る対応方法の

検討
本日はこれを確認・審議します

取
扱
完
了



2. 諮問対応のスケジュール感 （中間レビュー）
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住
⺠
説
明
会 規約改正検討計画についての考え⽅

 区分所有法改正を活⽤しやすいように、議案を調整する。そ
のため、規約の改正を3種類に分けてそれぞれ議案化して、
段階的に順次、採決･施⾏する⽅法を提案する。
①法令対応・誤植訂正等
②標準管理規約への準拠条項
③提案内容

 2024年度は、第８章棟総会について、これまでの経緯と区分
所有法による強⾏規定内容を、必要最低限なレベルでしっか
り読んでいただけるような広報を実施する。

 2025年度に、第8章の改正のための棟総会を実施して、規約
改正を完了させることを⽬指す。

実施済み

2.【諮問】団地管理組合規約の改正に関する対応方法の検討
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◆ 審議の進め方案

◆ 本⽇は、審議計画①②③を審議する。 また、「対応⽅法としての取り組み案
の検討」について叩き台案を説明する。
◇ ベースにしているのは区分所有法(R3/9/1施⾏版）および標準管理規約(R3/6/22

版）、現⾏規約(R3/12/1版)である。

◆ 11月に審議計画④および「対応方法としての取り組み案の検討」を討議し、
修正等が決まった場合はそれらを含めた答申案を作成する。

審議計画案#

(A) (B) について答申②の

該当部分について、確認の
審議を行う

①

(C)について内容を確認す
る精査を行う

②

(D)について内容を確認す
る精査を行う③

主な論点３件について、改
めて審議する

④



2-1.【諮問】団地管理組合規約の改正：答申案②の再確認

◆ Ｒ５年度臨時総会における議案内容から、何らかの記録・情報から趣旨が伺える３

点について、改めて確認の議論を提案する。

◇ いずれも、標準管理規約に準拠することを提案しているが、標準管理規約はあくまでも参考

資料であり、その中の記述にも、団地毎の実情に照らして検討することと明記されている。

◇ 実情に照らして検討するとは、（近い将来を含めて）現時点で準拠することによるメリッ

ト・デメリットを比較考量して、デメリットを考慮してもメリットが大きいと判断されれば

準拠を提案する、といった議論が必要と考えられる。

◆ ３点に関する委員長としての比較考量案を示し、その結果としての判断案を提案す

る。ひとつずつ審議の上で、結論を出したい。
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判断案比較考量のポイント注目する議案

準拠する修正を提案①メリットがあることは明白

②外部役員を前提にしない場合のデメリットが
あるかどうか？

第40条（理事長）
第４，６項

答申②通りとするこ
とを改めて提案

①準拠しないことによるデメリットはあるか？
②準拠することによるメリットがあるか？
③準拠することによるデメリットはどうか？

第43条（監事）
第２項、５〜７項

答申②通りとするこ
とを改めて提案

①準拠するメリットが無い。準拠しないことに
よるデメリットも無い。

②準拠することによるデメリットはどうか？

第53条（理事会）
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2-2.【諮問】団地管理組合規約の改正：改正案に残された課題

(1) 今回参照している標準管理規約（2021/06/22(R3年)）は最新版では
無い。
 最新の標準管理規約では、置き配対応など、最近の状況変化に対応した改定が⾏

われており、対応するべきかどうかの検討が必要になるだろう。
(2) 今回の検討では当然に現⾏の区分所有法を前提としている。

 区分所有法制は改正の準備が整っており、国会の状況に応じて、近々の成⽴・施
⾏が予想される。条⽂は未公開だが、概要については周知されている。

 総会議案の議決⽅法など、⼤きな変化が含まれており、注視する必要がある。
 成⽴後には、標準管理規約の改定が予想され、さらに関連法令の改正が必須とな

る部分も指摘されており、時期を選んで、規約改正の検討に取り組むべきだろう。
(3) 第８章については来年度の取組と計画している。

 第８章にも、改正を要する条項が残っており、棟総会を開催して、改正を⾏う必
要がある。

 改正の内容よりも、なぜ棟総会といった⾯倒なことをやる必要があるのかについ
ての理解がまず必要になるだろう。丁寧な周知策が必要になる。
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4．次回以降の進め方について

◆ 次回委員会は 2024年12月14日土曜日 を予定します。

◇規約改正について：

本日の委員会における審議結果等を反映した、答申案を次回までに整えた上で、

12月委員会での答申案の確認の審議と採決を目指します。
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A2. R6.4.7臨時総会議案について(2/3)第43条（比較考量表）

A3. R6.4.7臨時総会議案について(2/3)第43条
A4. R6.4.7臨時総会議案について(3/3)第53条（比較考量表）

A5. R6.4.7臨時総会議案について(3/3)第53条
A6. 標準管理規約の取扱方法について

A7. 標準管理規約の改正概要

A8. マンションの管理の適正化に関する指針の改正

A9. マンション標準管理規約の改正の主要項目

A10. 「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」改正事項一覧

A11. 標準管理規約等の改定（R060607)

A12. 標準管理規約の改定経緯

A13. 区分所有法制の見直し

A14. 法制審議会第196回会議

2024/11/9
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20240810_事前配布資料

20240810_事前配布資料

20240810_事前配布資料

20240810_事前配布資料
20240810_事前配布資料
20240810_事前配布資料

A1. R6.4.7臨時総会議案について(1/3)第40条
◆ R5年度臨時総会議案1号における答申案②とは異なる部分について、取

り上げて議論する余地がある3条⽂について考察する。第40条については、
第4項と第6項についての準拠を新たに提案する。
◇ 【第4項準拠】定期報告は実情に合わせるだけでデメリットは無く、外部役員で無い場合にお

いても、万⼀怠慢な理事⻑が現れた場合の押さえと出来る条⽂である。
◇ 【第6項準拠】外部役員で無い場合でも、利益相反のリスクはあり得るものであって、規定し

ておくべき条⽂である。委員会の議論でもそのように発⾔した覚えがあるが、反映出来てい
なかった。対応した理事会運営細則への追記を検討したほうが良い。
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20240810_事前配布資料 29p(スライド58)
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A2. R6.4.7臨時総会議案について(2/3)第43条（比較考量表）

◆ 第43条については、答申②通りとすることを改めて提案する。
◇ 外部役員で無い場合に4項⽬の条⽂追加を⾏うことのメリット・デメリットの議論はきちんとは⾏われていないが、デ

メリットについては現役の監事から、何度かにわたって意⾒が表明されている。
◇ 第2項の調査権については監事は当然持っている権限であり、現⾏規約においても実施出来る事を明⽂化しただけであ

る。監事に就任する素⼈に対する⼤きなプレッシャーになることは現役監事からの指摘もあり、なり⼿不⾜の⼀因とな
りかねないというデメリットを検討するべきだろう。

◇ 第5項から第7項は、不正⾏為およびそのおそれを察知した場合の対応として、理事会へ報告することを定めているが、
これも現⾏規約においても実施出来る事を、明⽂化しただけである。臨時総会を招集出来る事に加えて、毎⽉開催され
ている定例理事会以外に臨時理事会を⾃ら招集する権限にメリットがあるだろうか？

◇ 明⽂化することによる上記デメリットとの⽐較考量をした上でのしっかりとした議論をせずに、準拠すれば良いといっ
た安易な判断は、管理組合業務に混乱をもたらすだけになるだろう。
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変更条項 概要 メリット デメリット

第2項
監事は当然持っている権限であ
り、現行規約においても実施出来
る事を明文化しただけ

無し

第5項〜
第7項

不正行為およびそのおそれを察知
した場合の対応として、理事会へ
報告することを定めているが、こ
れも現行規約においても実施出来
る事を、明文化しただけ

臨時理事会を自ら招
集する権限にメリッ
トがあるだろうか？

監事に就任する素人に対す
る大きなプレッシャーにな
る

なり手不足の一因となりか
ねない

(1) 監事が外部役員であれば果たすべき機能を明記しておくことは十分なメリットがあるだろう。
(2) 管理者が外部役員であれば、報告義務や不正検知の役割を明文化しておくことは、抑止力とし
ても意義があり、メリットがあるだろう。

5

A3. R6.4.7臨時総会議案について(2/3)第43条
◆ 第43条については、答申②通りとすることを改めて提案する。

◇ 外部役員で無い場合に4項⽬の条⽂追加を⾏うことのメリット・デメリットの議論はきちんとは⾏われていないが、デ
メリットについては現役の監事から、何度かにわたって意⾒が表明されている。

◇ 第2項の調査権については監事は当然持っている権限であり、現⾏規約においても実施出来る事を明⽂化しただけであ
る。監事に就任する素⼈に対する⼤きなプレッシャーになることは現役監事からの指摘もあり、なり⼿不⾜の⼀因とな
りかねないというデメリットを検討するべきだろう。

◇ 第5項から第7項は、不正⾏為およびそのおそれを察知した場合の対応として、理事会へ報告することを定めているが、
これも現⾏規約においても実施出来る事を、明⽂化しただけである。臨時総会を招集出来る事に加えて、毎⽉開催され
ている定例理事会以外に臨時理事会を⾃ら招集する権限にメリットがあるだろうか？

◇ 。明⽂化することによる上記デメリットとの⽐較考量をした上でのしっかりとした議論をせずに、準拠すれば良いと
いった安易な判断は、管理組合業務に混乱をもたらすだけになるだろう。
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# （現行　令和3年12月1日版）団地管理組合規約 20210622団地型標準管理規約 答申②改定案 R5年度臨時総会議案

259 第43条（監事） （監事） （監事） （監事）

260

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況
を監査し、その結果を団地総会に報告しなければ
ならない。

第４３条 監事は、管理組合の業務の執行及び財
産の状況を監査し、その結果を団地総会に報告し
なければならない。

第４３条 　監事は、管理組合の業務の執行及び
財産の状況を監査し、その結果を団地総会に報告
しなければならない。

第43条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産
の状況を監査し、その結果を団地総会に報告しな
ければならない。

261

２ 監事は、いつでも、理事及び第４０条第１項
第二号に規定する職員に対して業務の報告を求
め、又は業務及び財産の状況の調査をすることが
できる。

2 監事は、いつでも、理事及び第40条第1項第二
号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又
は業務及び財産の状況の調査をすることができる

262

2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状
況について不正があると認めるときは、臨時総会
を招集することができる。

３ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状
況について不正があると認めるときは、臨時総会
を招集することができる。

2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状
況について不正があると認めるときは、臨時総会
を招集することができる。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況
について不正があると認めるときは、臨時総会を
招集することができる。

263

3 監事は、理事会に出席して意見を述べること
ができる。ただし、議決に参加することはできな
い。

４ 監事は、理事会に出席し、必要があると認め
るときは、意見を述べなければならない。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べること
ができる。ただし、議決に参加することはできな
い。

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認める
ときは、意見を述べなければならない。

264

５ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当
該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法
令、規約、使用細則等、団地総会の決議若しくは
理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当
な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨
を理事会に報告しなければならない。

5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該
行為をするおそれがあると認めるとき、又は法
令、規約、使用細則等、団地総会の決議若しくは
理事会の決講に違反する事実若しくは著しく不当
な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨
を理事会に報告しなければならない。

265

６ 監事は、前項に規定する場合において、必要
があると認めるときは、理事長に対し、理事会の
招集を請求することができる。

6 監事は、前項に規定する場合において、必要が
あると認めるときは、理事長に対し、理事会の招
集を請求することができる。

266

７ 前項の規定による請求があった日から５日以
内に、その請求があった日から２週間以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられ
ない場合は、その請求をした監事は、理事会を招
集することができる。

7 前項の規定による請求があった日から5 日以内
に、その請求があった日から2週間以内の日を理
事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集
することができる。
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A4. R6.4.7臨時総会議案について(3/3)第53条（比較考量表）

◆ 第53条（理事会）について、答申②通りとすることを改めて提案する。
◇ 第2項 理事会の職務を明⽂化することについては、委員会での議論の結論として、取り⼊れないとの結論を

得ているが、改めて議論しても良いだろう。
◆ 第2項⼀号 業務執⾏については、本来の役割なので、明⽂化するまでも無い。
◆ 第2項⼆号 理事の職務執⾏を、理事会がどうやって監督するのでしょうね。各役割の業務報告が毎⽉⾏われている実

情を考えれば、明⽂化するまでも無いとも⾔えます。
◆ 第2項三号 理事⻑、副理事⻑および会計担当理事の選任および解任については、現⾏規約第37条の2項および3項で、

総会決議での理事の選任と、理事⻑、副理事⻑及び会計担当理事の互選が決まっていますが、実情としては、総会議
案にそれらの役職込みで議案として承認する慣⾏が出来ているため、ここで解任まで含めて互選を明⽂化することは、
混乱の元となるでしょう。きちんとした議論も無しに、無批判に準拠を主張するのは、誠実な態度とは⾔えないで
しょう。

◇ 理事会の議⻑を理事⻑に限定するのも、現実的では無いですね。理事⻑・副理事⻑が⽋けていると、理事会が
開催出来なくなってしまいます。災害時などに混乱してしまうのではありませんかね。

2024/11/9 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料
20241109_ウェルシー委員会k1.pptx
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変更条項 概要 メリット デメリット

第2項一号
業務執行については、本来の役割なので、明文化するま
でも無い

無し(1) 無し

第2項二号
各役割の業務報告が毎月行われている実情を考えれば、
明文化するまでも無いとも言えます。

無し(2) 理事会運営を阻害する

第2項三号

理事長、副理事長および会計担当理事の選任および解任
については、現行規約第37条の2項および3項で、総会決
議での理事の選任と、理事長、副理事長及び会計担当理
事の互選が決まっていますが、実情としては、総会議案
にそれらの役職込みで議案として承認する慣行が出来て
いるため、ここで解任まで含めて互選を明文化すること
は、混乱の元となるでしょう。

無し
規約（他条項）との齟齬か
ら、紛議の元となる

(1) 管理者が外部役員の場合、その権能を規約でハッキリと限定することは、メリットかもしれない。外部役員で無い
なら、空疎な呪文となってしまう。
(2) 管理者が外部役員であれば、その職務執行を理事会が監督することは、メリットになりえる。外部役員で無いな
ら、デメリットだけになる。

A5. R6.4.7臨時総会議案について(3/3)第53条
◆ 第53条（理事会）について
◇ 第2項 理事会の職務を明⽂化することについては、委員会での議論の結論として、取り⼊れないとの結論を

得ているが、改めて議論しても良いだろう。
◆ 第2項⼀号 業務執⾏については、本来の役割なので、明⽂化するまでも無い。
◆ 第2項⼆号 理事の職務執⾏を、理事会がどうやって監督するのでしょうね。各役割の業務報告が毎⽉⾏われている実

情を考えれば、明⽂化するまでも無いとも⾔えます。
◆ 第2項三号 理事⻑、副理事⻑および会計担当理事の選任および解任については、現⾏規約第37条の2項および3項で、

総会決議での理事の選任と、理事⻑、副理事⻑及び会計担当理事の互選が決まっていますが、実情としては、総会議
案にそれらの役職込みで議案として承認する慣⾏が出来ているため、ここで解任まで含めて互選を明⽂化することは、
混乱の元となるでしょう。きちんとした議論も無しに、無批判に準拠を主張するのは、誠実な態度とは⾔えないで
しょう。

◇ 理事会の議⻑を理事⻑に限定するのも、現実的では無いですね。理事⻑・副理事⻑が⽋けていると、理事会が
開催出来なくなってしまいます。災害時などに混乱してしまうのではありませんかね。

2024/11/9 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料
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# （現行　令和3年12月1日版）団地管理組合規約 20210622団地型標準管理規約 答申②改定案 R5年度臨時総会議案

368 第53条（理事会） （理事会） （理事会） （理事会）

369 　理事会は、理事をもって構成する。 第５３条 理事会は、理事をもって構成する。 第５３条 理事会は、理事をもって構成する。 第53条 理事会は、理事をもって構成する。

370 ２ 理事会は、次に掲げる職務を行う。 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。

371

一 規約若しくは使用細則等又は団地総会の決議
により理事会の権限として定められた管理組合の
業務執行の決定

ー 規約若しくは使用細則等又は団地総会の決議
により理事会の権限として定められた管理組合の
業務執行の決定

372 二 理事の職務の執行の監督 二 理事の職務の執行の監督

373
三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及
び解任

三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及
び解任

374 2　理事会の議長は、理事長が務める。 ３ 理事会の議長は、理事長が務める。 2　理事会の議長は、理事長が務める。 3 理事会の議長は、理事長が務める。

375

3 前項にかかわらず，事前に準備された議題に
限り，理事長は理事会に出席した理事を指名して
議長を務めさせることができる。

3 前項にかかわらず，事前に準備された議題に
限り，理事長は理事会に出席した理事を指名して
議長を務めさせることができる。

4 前項にかかわらず，事前に準備された議題に限
り，理事長は理事会に出席した理事を指名して議
長を務めさせることができる。

376
4 規約に定めのない理事会の運営の詳細は、細
則に定めるところによる。

4 規約に定めのない理事会の運営の詳細は、細
則に定めるところによる。

5 規約に定めのない理事会の運営の詳細は、細則
に定めるところによる。
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A6. 標準管理規約の取扱方法について

◆ 標準管理規約のコメント（第１条）には、以下の様に記載されている。

無批判に準拠すれば良いという事では無い。

◇④ この標準管理規約で⽰している事項については、マンションの規模、居住形態等それ
ぞれのマンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、合理的に修正し活⽤すること
が望ましい。

◆ 標準管理規約は、国土交通省のWEBサイトにおいて、マンション政策の

ページで公表されている。
◇ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
◇そこに記載されている「これまでのマンション標準管理規約の改正について」というリン

ク先には、令和3年6⽉22⽇改正（今回の検討で参照したもの）、平成30年3⽉30⽇改正
（※団地型のみ）、平成29年8⽉29⽇改正、平成28年3⽉14⽇改正と、最新版以前の４つ
の改正記録が公表されている。

◇５つめ以前のものが掲載されていないのに対して、平成28年3⽉14⽇改正が掲載されてい
るのは、その改正時に、⼤きな改正がいくつもなされていて、なおかつその理由や考え⽅
の資料が掲載されているからに他ならない。第４３条などの改正が外部役員の導⼊を円滑
にするための改正と明確に説明されているので、その資料を公表し続ける理由は⼤きいだ
ろう。準拠の検討を⾏う際に、当然に参照するべき資料である。（過去の検討では、繰り
返し参照し、説明している）

◇当団地の状況も変化しているので、このような検討の際にも、⽐較考量の⼿間を惜しまず
に、しっかりと討議・検討の上で、結論を出すべきだろう。

2024/11/9 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料
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出典「平成28年3⽉14⽇改正」改正の概要：https://www.mlit.go.jp/common/001122805.pdf
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出典「平成28年3⽉14⽇改正」改正の概要：https://www.mlit.go.jp/common/001122805.pdf
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出典「平成28年3⽉14⽇改正」改正の概要：https://www.mlit.go.jp/common/001122805.pdf



A10. 「マンションの管理の適正化に関する指針」及び
「マンション標準管理規約」改正事項一覧

２．外部専門家を活用する場合の留意事項を明記

「基本的方向」「管理組合が留意すべき基本的

事項」に、外部専門家の活用及びその場合の留

意事項を記載。

Ⅱ．「マンション標準管理規約」改正の概要

１．外部の専門家の活用

理事長を含む理事及び監事について、これまで

区分所有者に専門家限定していたものを、選択

肢として外部のも就任可とし、利益相反取引の

防止、監事の権限の明確化等の所要の規定を措

置。

（全般関係コメント、第35 条～第41 条、別添１等）

2024/11/9 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料
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出典「平成28年3⽉14⽇改正」改正事項⼀覧：https://www.mlit.go.jp/common/001122805.pdf

A11. 標準管理規約等の改定（R060607)

◆ 国土交通省はR6/6/7に3件のガイドライン等改定を報道発表した。

1. マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策
定について

◇～外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました～

2. 「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び「マン
ションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について

◇～「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」～

3. 「マンション標準管理規約」の改正について

◇～所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改
正を行います～

◆ 標準管理規約改定の概要は下記7点としている。

2024/11/9 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料
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2. 所在等が判明しない区分所有者への対応1. 組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み

4. 総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管3. 修繕積立金の変更予定等の見える化

6. 宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 等5. EV（電気自動車）用充電設備の設置の推進

7. 「置き配」に関して使用細則を策定する際の参考



A12. 標準管理規約の改定経緯
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 改訂日 改正名称  改正の要点 改定案における対応状況

 1982/05/21
(S57)

中高層共同住宅標準管理規約初
版

 1997/02/25
(H9)

中高層共同住宅標準管理規約平
成９年２月改正版

①長期修繕計画の策定を管理組合の業務として位置づけ
②駐車場の公平な利用、リフォームにおけるトラブル未然防止のた
めの手続き規定、配管を専用部分と一体で管理できるようにする
③団地型の規約を整備し、区分経理などを設ける
標準管理規約という呼称を用い始めた

ほとんど未対応

 2004/01/23
(H16)

中高層共同住宅標準管理規約改
正H160123

適正化法、円滑化法および区分所有法の改正・施行に対応したも
の。
大規模修繕工事の議決要件の見直し、建替え決議の要件見直し、団
地一括建替え決議制度の総創設

ほとんど未対応

2005/03/27
(H17)

団地管理組合規約へ全面改定

 2008/09/16
(H20)

標準管理規約 標準管理規約という名称を正式に使用した。

 2010/02/13
(H22)

標準管理規約
専門家の活用、建替え規定の整備、普通決議による工事範囲の明
記、修繕履歴の整備、コミュニティ形成、未納管理費等の請求手続
きの整備、窓ガラス等の開口部工事の位置づけ、コメントの充実

 2011/07/27
(H23)

改訂標準管理規約
役員の資格要件の緩和、理事会権限の明確化、総会での議決権の取
扱適正化、管理組合の財産の適切な管理、共用部分の範囲に関する
用語の整理

 2016/03/14
(H28)

標準管理規約改定
外部専門家の活用、住戸の価値割合連動の議決権、コミュニティ条
項の再整理、暴力団等の排除規定、災害時の意志決定、管理状況の
情報開示

暴力団等の排除のみ2018/10改定規
約にて対応

 2017/08/01
(H29)

民泊関係改正にあたっての参考資
料

民泊対応の規定例整備
民泊禁止で2018/10改定規約にて対
応

 2018/03/30
(H30)

マンション標準管理規約及びマン
ション標準管理規約コメント

マンション敷地売却関係の改正 今回の改定で対応する

 2021/06/22
（R3年）

最終改正　令和3年6月22日 国住
マ第33号

IT を活用した総会・理事会、感染症の 感染拡大のおそれが高い場
合等の対応、置き配 を認める際 のルールを使用細則で定めるこ
と、管理計画の認定申請及び要除却認定申請、改元に伴う記載の適
正化、書面・押印主義の見直し、敷地分割決議への対応、

外部専門家の活用、IT活用の総
会・理事会、感染症対応、置き
配、管理計画認定、押印見直しに
は、未対応

ほぼ全面的な規約改定（団地管理規約化と、標準管理規約：団地型への一部を除く準拠、理事会役員任
期２年半数改選化）、理事会運営のルール化、リフォーム申請手順の明確化、委員会体制の刷新：ウェ
ルシー委員会への一本化、傘下に無い住民団体との関係維持を企図したルール明文化　　（これ以前の
改正への対応が進んだ）

この間は、問題対応の規約・細則
改正が5回ほど実施されたが、標準
管理規約を強く意識していない。

2022/12/4：団地管理組合規約
等の改正案説明会資料の抜粋
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A3. 法制審議会第196回会議
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集会（総会）決議の円滑化
出席者（委任状・議決権行使書含む）の多数決により決議可能に
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